
 

基本的人権の起源は「抵抗権」  
―基本的人権は、 

私たちが「自由」となるための宝物― 
 

      
 

特別授業 

主催：婦人民主クラブ 
 〒511-0051 渋谷区千駄ヶ谷 3－2－8－第 12－303 
TEL０３－３４７８－２３１７ FAX.０３－３４７８－２３１８ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金子勝先生 

憲法教室 の 

 日本国憲法上で、私たちの人権はどのよう

に定義づけられて、守られているのか、日本

国憲法のすばらしさを先生の講義で再認識

しましょう。 

さいたま市での憲法教室の開催は初めて

です。 

 ふるってご参加ください。 

日本国憲法の語り部になろう 

 

講師 金子勝先生 
（立正大学名誉教授） 

日 時 １１月２３日（土・祝） １４：００～１６：００ 

場 所 さいたま市常盤公民館１F 講座室 
JR 京浜東北線北浦和駅西口下車５分  

資料代 ５００円 

13８ 
 

 

 


